
 

 

別添１ 

組織・業務概要 

部 署 主な業務・従事内容 
計画配置

階  層 

警務課 署員に対する教養や健康管理，車両や装備品等の管理をはじめとした，署内におけ

る総合的な調整を行うほか，被害者支援や警察安全相談業務を担当する部門であ

り，署長室に併設するとともに，来庁者の利便性に配慮が必要。 

低層階 

会計課 警察署における会計事務，施設の管理や物品の購入・管理，遺失・拾得物の受理，

返還手続き等を担当する部門であり，来庁者の利便性に配慮が必要。 

低層階 

留置管理課 留置施設の管理及び被留置者の処遇並びに護送に関すること等を行う部門であり，

１つのフロアに全ての関係諸室を収め，専用エレベーターを介した動線の確保な

ど，高いセキュリティや，管理のしやすさに配慮が必要。 

中層階 

生活安全課 行方不明者や迷い子等の保護，ストーカー・ＤＶ事案対応，少年事件や生活経済環

境事件等の捜査のほか，風俗・古物営業等の許可等事務を行う部門であるため，捜

査活動に支障が生じないよう配慮しつつ，来庁者の利便性を確保することが必要。 

低層階 

地域課 パトロールや巡回活動を通じた犯罪の予防，取締りなどを行うとともに，１１０番

通報を受けて事件・事故現場に臨場する部門であり，事件・事故発生時に即応でき

るようにしておくことが必要。（一部職員は交番で勤務） 

低層階 

中層階 

 

刑事第一課 殺人・強盗・誘拐・放火・窃盗等の事件捜査や鑑識活動などを主に行う部門であり，

刑事第二課と近接して配置することが必要。 

中層階 

刑事第二課 知能犯事件・暴力団事件・組織犯罪事件などの捜査等を主に行う部門であり，刑事

第一課と近接して配置することが必要。 

中層階 

交通第一課 交通安全教育や広報啓発活動のほか，道路使用許可や交通規制，運転免許に関する

事務を行う部門であり，交通第二課と近接して配置することが望ましく，道路使用

許可や交通規制，運転免許に関する事務を行う窓口については，来庁者の利便性に

配慮が必要。 

低層階 

中層階 

交通第二課 交通違反の指導・取締り，交通事故の処理や交通事故に係る捜査を行う部門であり，

交通第一課と近接しておくことが望ましい。 

低層階 

中層階 

警備課 テロ等の犯罪取締りや要人などの警護，災害対策や救助活動等を行う部門であり，

災害時においても業務を執行できるようにすることが必要。 

高層階 

特別警ら隊 集団による警ら，警戒及び警備並びに各種一斉取締り等を実施する部門であり，災

害時においても業務を執行できるようにすることが必要。 

高層階 

 

 

 


